
社会福祉法人 幸生会 役員等報酬規程 

   

 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人幸生会（以下「当法人」という）定款第８条及び第２ 

１条の規定等に基づき、役員（理事及び監事）、評議員、評議員選任・解任委員（以

下「役員等」とする）の報酬等について定めるものとする。 

 

（報酬等の支給） 

第２条 役員等には、勤務形態に応じて、次の通り報酬等を支給する。 

（１）定款第１５条（３）の常勤役員等については、報酬、賞与及び退職手当を支給 

   する。 

（２）非常勤役員等については、業務に応じた報酬を支給することとし、賞与及び退 

職手当は支給しない。 

２ 常勤役員等に対する退職手当は、役員等として円満に任期を満了、または辞任、

死亡により退任した者に対し理事会が認めた場合に支給するものとし、死亡により

退任した者については、その遺族に支払うものとする。 

 

（常勤役員等の報酬等の算定方法） 

第３条 常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定める 

ものとする。 

（１）報酬については、別表１に定める役員等報酬表に基づく額 

       但し、常勤役員等の報酬総額は、前年度決算収入額の１００分の５を上限とす

る。 

また、理事長の号俸は２０号俸、その他の常勤役員等は４号以上とする。 

（２）賞与については、別表２に定める額 

（３）退職手当については、別表３に定める算定式により算出される額 

（４）通勤手当については、職員給与規程の規定に準ずる額 

       但し、施設及び本部事務局の職を兼務する者には適用しない。 

 

（非常勤役員等の報酬等の算定方法） 

第４条 非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号による報酬等の区分に応じて定め 

るものとする。 

（１）報酬については、別表４に定める額 

（２）通勤手当については、通勤届出書（様式１）によって届け出された実費額。 

但し、自家用車の場合はキロ５０円で計算し、通勤届出書の届け出がないもの

については、領収書等の支払いの証明ができるものをもって支払う。 

（３）法人及び施設業務のための出張をしたときは、役職員旅費規程に基づく旅費（交

通費、日当、宿泊料）の額 

 

 



（報酬等の支給方法） 

第５条 常勤役員等に対する報酬等の支給時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて 

定める時期とする。 

（１）報酬については、毎月２５日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、 

職員給与規程に準じた日とする。 

（２）賞与については、毎年６月及び１２月とする。 

（３）退職手当については、任期の満了、辞任又は死亡により退職した後３ヶ月以内 

に支給する。 

２ 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席したとき、その他法人及び施設業 

務のために出勤したときに、その都度支給する。 

３ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申し出があっ 

たときには、立替金、積立金等を控除して支給する。 

 

（公表） 

第６条 当法人は、この規程をもって、社会福祉法に定める報酬等の支給の基準として公 

表する。 

 

（改廃） 

第７条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。 

 

（補則） 

第８条 この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定め 

ることとする。 

 

 

 

 

附 則  

この規程は、平成２９年 ６月２３日より施行する。 

この規定は、令和 ２年 ７月 １日より施行する。 

（第３条常勤役員等の報酬等の算定方法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（常勤役員等の報酬） 役員等報酬表 

号俸 支給基準額（月額） 号俸 支給基準額(月額)

額） 

号俸 支給基準額（月額） 

１ １２，５００ ４１ ５１２，５００ ８１ １，０１２，５００ 

２ ２５，０００ ４２ ５２５，０００ ８２ １，０２５，０００ 

３ ３７，５００ ４３ ５３７，５００ ８３ １，０３７，５００ 

４ ５０，０００ ４４ ５５０，０００ ８４ １，０５０，０００ 

５ ６２，５００ ４５ ５６２，５００ ８５ １，０６２，５００ 

６ ７５，０００ ４６ ５７５，０００ ８６ １，０７５，０００ 

７ ８７，５００ ４７ ５８７，５００ ８７ １，０８７，５００ 

８ １００，０００ ４８ ６００，０００ ８８ １，１００，０００ 

９ １１２，５００ ４９ ６１２，５００ ８９ １，１１２，５００ 

１０ １２５，０００ ５０ ６２５，０００ ９０ １，１２５，０００ 

１１ １３７，５００ ５１ ６３７，５００ ９１ １，１３７，５００ 

１２ １５０，０００ ５２ ６５０，０００ ９２ １，１５０，０００ 

１３ １６２，５００ ５３ ６６２，５００ ９３ １，１６２，５００ 

１４ １７５，０００ ５４ ６７５，０００ ９４ １，１７５，０００ 

１５ １８７，５００ ５５ ６８７，５００ ９５ １，１８７，５００ 

１６ ２００，０００ ５６ ７００，０００ ９６ １，２００，０００ 

１７ ２１２，５００ ５７ ７１２，５００ ９７ １，２１２，５００ 

１８ 

 

２２５，０００ ５８ ７２５，０００ ９８ １，２２５，０００ 

１９ ２３７，５００ ５９ ７３７，５００ ９９ １，２３７，５００ 

２０ ２５０，０００ ６０ ７５０，０００ １００ １，２５０，０００ 

２１ ２６２，５００ ６１ ７６２，５００ １０１ １，２６２，５００ 

２２ ２７５，０００ ６２ ７７５，０００ １０２ １，２７５，０００ 

２３ ２８７，５００ ６３ ７８７，５００ １０３ １，２８７，５００ 

２４ ３００，０００ ６４ ８００，０００ １０４ １，３００，０００ 

２５ ３１２，５００ ６５ ８１２，５００ １０５ １，３１２，５００ 

２６ ３２５，０００ ６６ ８２５，０００ １０６ １，３２５，０００ 

２７ ３３７，５００ ６７ ８３７，５００ １０７ １，３３７，５００ 

２８ ３５０，０００ ６８ ８５０，０００ １０８ １，３５０，０００ 

２９ ３６２，５００ ６９ ８６２，５００ １０９ １，３６２，５００ 

３０ ３７５，０００ ７０ ８７５，０００ １１０ １，３７５，０００ 

３１ ３８７，５００ ７１ ８８７，５００ １１１ １，３８７，５００ 

３２ ４００，０００ ７２ ９００，０００ １１２ １，４００，０００ 

３３ ４１２，５００ ７３ ９１２，５００ １１３

３ 

１，４１２，５００ 

３４ ４２５，０００ ７４ ９２５，０００ １１４ １，４２５，０００ 

３５ ４３７，５００ ７５ ９３７，５００ １１５ １，４３７，５００ 

３６ ４５０，０００ ７６ ９５０，０００ １１６ １，４５０，０００ 

３７ ４６２，５００ ７７ ９６２，５００ １１７ １，４６２，５００ 

３８ ４７５，０００ ７８ ９７５，０００ １１８ １，４７５，０００ 

３９ ４８７，５００ ７９ ９８７，５００ １１９ １，４８７，５００ 

４０ ５００，０００ ８０ １，０００，０００ １２０ １，５００，０００ 

  



別表２（常勤役員等の賞与） 

６月の賞与 報酬月額×１ヶ月分 

  １２月の賞与 報酬月額×１ヶ月分 

 

別表３（常勤役員等の退職手当算定式） 

  ※支給される退職手当について、計画的かつ安定的な原資確保を目的に、 

下記の方法で保険積立を行う。 

  ※保険金の受取は社会福祉法人幸生会とする。 

  ※解約による返戻金を原資として退職手当を支給する。 

最終報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 

※上記在任年数は１ヶ年単位とし、端数は月割りとする。 

ただし、１ヶ月未満は１ヶ月に切り上げる。 

役   職 功績倍率 

理 事 長 ３．０ 

理   事 １．５ 

  ※理事会は、退職役員のうちで在任中に特に功労のあった者に対し、 

   別表３により算定した額に、その１００分の５０を超えない範囲内で 

   決めた額を加算することができる。 

 

別表４（非常勤役員等の報酬） 

（１）理事 

  支給基準額（日額） 

理事会等会議への出席 
１１，５００円 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤 

 

（２）監事 

  支給基準額（日額） 

理事会等会議及び監事監査への出席 
１１，５００円 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤 

 

（３）評議員 

  支給基準額（日額） 

評議員会等会議への出席 
１１，５００円 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤 

 

（４）評議員選任・解任委員 

  支給基準額（日額） 

評議員選任・解任委員会への出席 
１１，５００円 

上記の他、法人及び施設業務のための出勤 

 


